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（緑区・中央区その1）

工　　　種 種　　　別 予定数量 単位 施工単価    予 定 金 額

◎ ２ ０ ０ ㎜ 閉塞区分（Ａ:20士5％） 200 ｍ 円

◎ ２ ０ ０ ㎜ 閉塞区分（Ｂ:30士5％） 250 ｍ 円

◎ ２ ５ ０ ㎜ 閉塞区分（Ａ:20士5％） 4940 ｍ 円

◎ ２ ５ ０ ㎜ 閉塞区分（Ｂ:30士5％） 310 ｍ 円

◎ ３ ０ ０ ㎜ 閉塞区分（Ａ:20士5％） 200 ｍ 円

◎ ３ ０ ０ ㎜ 閉塞区分（Ｂ:30士5％） 50 ｍ 円

◎ ３ ５ ０ ㎜ 閉塞区分（Ａ:20士5％） 50 ｍ 円

◎ ３ ５ ０ ㎜ 閉塞区分（Ｂ:30士5％） 50 ｍ 円

◎ ４ ０ ０ ㎜ 閉塞区分（Ａ:20士5％） 50 ｍ 円

◎ ４ ０ ０ ㎜ 閉塞区分（Ｂ:30士5％） 50 ｍ 円

◎ ４ ５ ０ ㎜ 閉塞区分（Ａ:20士5％） 50 ｍ 円

◎ ４ ５ ０ ㎜ 閉塞区分（Ｂ:30士5％） 50 ｍ 円

◎ ５ ０ ０ ㎜ 閉塞区分（Ａ:20士5％） 50 ｍ 円

◎ ５ ０ ０ ㎜ 閉塞区分（Ｂ:30士5％） 50 ｍ 円

◎ ６ ０ ０ ㎜ 閉塞区分（Ａ:20士5％） 50 ｍ 円

◎ ６ ０ ０ ㎜ 閉塞区分（Ｂ:30士5％） 50 ｍ 円

◎ ７ ０ ０ ㎜ 閉塞区分（Ａ:20士5％） 50 ｍ 円

◎ ７ ０ ０ ㎜ 閉塞区分（Ｂ:30士5％） 50 ｍ 円

◎ ８ ０ ０ ㎜ 閉塞区分（５％） 80 ｍ 円

◎ ９ ０ ０ ㎜ 閉塞区分（５％） 50 ｍ 円

◎ １ ０ ０ ０ ㎜ 閉塞区分（５％） 50 ｍ 円

◎ １ １ ０ ０ ㎜ 閉塞区分（５％） 50 ｍ 円

◎ １ ２ ０ ０ ㎜ 閉塞区分（５％） 50 ｍ 円

◎ １ ３ ５ ０ ㎜ 閉塞区分（５％） 50 ｍ 円

◎ １ ５ ０ ０ ㎜ 閉塞区分（５％） 50 ｍ 円

◎ １ ６ ５ ０ ㎜ 閉塞区分（５％） 50 ｍ 円

◎ １ ８ ０ ０ ㎜ 閉塞区分（５％） 50 ｍ 円

◎ ２ ０ ０ ０ ㎜ 閉塞区分（５％） 50 ｍ 円

ます・取付管清掃工 汚水ます・雨水ます 30 箇所 円

伏越し人孔清掃工 20 ㎥ 円

ﾏﾝﾎ-ﾙﾎﾟﾝﾌﾟ清掃浚渫工 22 箇所 円

雨水吐室等清掃工 1 回 円

越流堰清掃工 1 箇所 円

オリフィス人孔清掃工 1 箇所 円

ﾎﾟﾝﾌﾟ場土砂運搬工 1 回 円

浚渫工　（1） 開きょ 2 ｍ
3

円

浚渫工　（2） 暗きょ 1 ｍ
3

円

交通誘導員Ｂ 昼 41 人 円

予 定 委 託 価 格 （円止） 円

消 費 税 10% 円

予 定 委 託 価 格 計 消費税含む(万円止） 円

         委 託 単 価 内 訳 書



工　　　種 種　　　別 施工単価 換　算　値

（％）

◎ ２ ０ ０ ㎜ 閉塞区分（Ａ:20士5％） 99.13

◎ ２ ０ ０ ㎜ 閉塞区分（Ｂ:30士5％） 128.94

◎ ２ ５ ０ ㎜ 閉塞区分（Ａ:20士5％） 100.00

◎ ２ ５ ０ ㎜ 閉塞区分（Ｂ:30士5％） 130.79

◎ ３ ０ ０ ㎜ 閉塞区分（Ａ:20士5％） 110.94

◎ ３ ０ ０ ㎜ 閉塞区分（Ｂ:30士5％） 149.15

◎ ３ ５ ０ ㎜ 閉塞区分（Ａ:20士5％） 130.95

◎ ３ ５ ０ ㎜ 閉塞区分（Ｂ:30士5％） 177.82

◎ ４ ０ ０ ㎜ 閉塞区分（Ａ:20士5％） 156.12

◎ ４ ０ ０ ㎜ 閉塞区分（Ｂ:30士5％） 218.78

◎ ４ ５ ０ ㎜ 閉塞区分（Ａ:20士5％） 191.72

◎ ４ ５ ０ ㎜ 閉塞区分（Ｂ:30士5％） 282.47

◎ ５ ０ ０ ㎜ 閉塞区分（Ａ:20士5％） 217.36

◎ ５ ０ ０ ㎜ 閉塞区分（Ｂ:30士5％） 324.18

◎ ６ ０ ０ ㎜ 閉塞区分（Ａ:20士5％） 294.48

◎ ６ ０ ０ ㎜ 閉塞区分（Ｂ:30士5％） 427.64

◎ ７ ０ ０ ㎜ 閉塞区分（Ａ:20士5％） 377.15

◎ ７ ０ ０ ㎜ 閉塞区分（Ｂ:30士5％） 529.02

◎ ８ ０ ０ ㎜ 閉塞区分（５％） 35.44

◎ ９ ０ ０ ㎜ 閉塞区分（５％） 44.93

◎ １ ０ ０ ０ ㎜ 閉塞区分（５％） 55.37

◎ １ １ ０ ０ ㎜ 閉塞区分（５％） 67.03

◎ １ ２ ０ ０ ㎜ 閉塞区分（５％） 79.87

◎ １ ３ ５ ０ ㎜ 閉塞区分（５％） 101.02

◎ １ ５ ０ ０ ㎜ 閉塞区分（５％） 106.06

◎ １ ６ ５ ０ ㎜ 閉塞区分（５％） 128.16

◎ １ ８ ０ ０ ㎜ 閉塞区分（５％） 152.61

◎ ２ ０ ０ ０ ㎜ 閉塞区分（５％） 188.42

ます・取付管清掃工 汚水ます・雨水ます 807.40

伏越し人孔清掃工 2,638.83

ﾏﾝﾎ-ﾙﾎﾟﾝﾌﾟ清掃浚渫工 6,301.69

雨水吐室等清掃工 22,725.48

越流堰清掃工 25,994.48

オリフィス人孔清掃工 3,741.63

ﾎﾟﾝﾌﾟ場土砂運搬工 1,754.43

浚渫工　（1） 開　渠 2,079.55

浚渫工　（2） 暗　渠 2,441.90

交通誘導警備員Ｂ 昼 1,783.06

委 託 設 計 単 価 換 算 率 表 　（緑区・中央区）



（緑区・中央区） R07

単　価 数　量 直接工事費 諸経費 工事価格 設計基準 工事価格

工　　　種 種　　　別 （千円止） 単　価 （税込）
Ａ Ｂ 　Ｃ＝Ａ×Ｂ Ｄ Ｅ＝Ｃ＋Ｄ Ｅ÷Ｂ Ｅ×1.10

◎ ２ ５ ０ ㎜ 閉塞区分（Ａ:20士5％） 395

       委 託 単 価 率 計 算 表　（№１）



     委 託 単 価 率 計 算 表　（№2）

（緑区・中央区） R07

共通仮 共通仮設費 共　通 純工事費 現場管 現　場 工事原価 一般管 一　般

工　　　種 設費率 （率分） 仮設費 理費率 管理費 理費率 管理費

Ｆ Ｇ＝Ｃ×Ｆ Ｈ＝Ｇ Ｉ＝Ｃ+Ｈ Ｊ Ｋ＝Ｉ×Ｊ Ｌ＝Ｉ+Ｋ Ｍ
O＝L×0.0004
+L×0.2357

◎ ２ ５ ０ ㎜



     
       

            
          

  
         

               

      

                              

           

            

                 

       

           

            

                 

       

           

            

                 

       

           

            

                 

       

           

            

                 

       

           

            

                 

       

           

            

                 

       

           

            

                 

       

           

            

                 

       

           

            

                 

       

           

            

                 

       

           

            

                 

       

           

            

                 

       

             



   
      

            
           

  
         

      

                                
                              

            

           

                 

        
 

     

             

                 

      
  

        

           

           

 

      

           
       
    

   
      

            
            

  
         

      

                                 
                              

            

           

                 

    
 

          

           

                 

    
 

          

           

                 

    
 

  

             

        

  

        

           

           

 

      

           
       
    

             



   
      

            
            

  
         

      

                             
                              

  

           

            

 

       

           

       

 

     

           

       

 

       

           

       

 

     

           

        

              
  

        

           

           

 

      

           
       
    

             



   
      

            
          

  
         

      

                             
                              

  

             

            

 

     

           

       

 

       

           

       

 

   

           

        

              
  

        

           

           

 

      

           
       
    

             



   
      

            
          

  
         

      

                             
                              

  

             

            

 

       

           

       

 

   

           

        

              
  

        

           

           

 

      

           
       
    

   
      

             
     

  
         

      

                               
                              

          

              

                 

    
  

        

           

           

 

      

           
       
      

              



   
      

             
          

  
         

      

                             
                              

  

             

            

 

       

              

       

 

   

           

        

              
  

        

           

           

 

      

           
       
      

   
      

            
           

  
         

      

                                
                              

            

           

                 

        
 

     

             

                 

      
  

        

           

           

 

      

           
       
    

              



   
      

            
           

  
         

      

                                
                              

            

           

                 

        
 

     

             

                 

      
  

        

           

           

 

      

           
       
    

   
      

            
           

  
         

      

                                
                              

            

           

                 

        
 

     

             

                 

      
  

        

           

           

 

      

           
       
    

              



                         
                                        

           

              
                    

    
  

     
 

        
 

         

              
                    

    
  

     
 

        
 

         

              
                    

    
  

     
 

        
 

           

              
                    

    
  

     
 

    

        
                    

         
 

   

              



公共下水道排水管きょ等清掃・浚渫委託仕様書 

    

第１章 総則 

１ 適用範囲   

この仕様書は、公共下水道施設等の清掃・浚渫業務及び当該施設からの下水

道汚泥等の収集、運搬業務に適用する。 

 

２ 協議事項 

本仕様書及び図面に明記されていない事項及び業務の施工の細目については、

監督員及び受注者との協議により決定する。 

 

３ 法令等の遵守 

（１）業務の遂行にあたっては下水道法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、

及びその他関係諸法規を遵守すること。 

（２）業務の円滑な進捗を図るため諸法令の運用適用は受注者の責任において行

うこと。 

 

４ 提出書類 

 （１）受注者は、契約締結後、契約書に定める書類のほかに次の書類を提出する

こと。 

ア 業務計画書 

イ 現場代理人及び主任技術者届 

ウ 現場代理人経歴書 

エ 主任技術者経歴書 

（２）受注者は、契約書に定める業務完了届（指示部分完了払い用）には、次の

書類を添付すること。 

ア 清掃・浚渫精算内訳書               １式 

イ 業務記録写真（原則として施工前・施工中・施工後） １式 

ウ 業務施工箇所図                  １式 

エ 産業廃棄物マニュフェストＢ２票 

 

５ 現場体制 

（１）受注者は、技術及び経験を有する主任技術者を現場に常駐させて、所定の

業務に従事させること。 

（２）受注者は、善良な作業員を選び、秩序正しい作業を行わせるとともに、か

つ熟練を要する作業には、相当の経験を有する者を従事させなければならな

い。 

（３）受注者は、適正な作業の進捗を図るとともに、そのために十分な数の作業

員を配置すること。 



 

６ 周辺住民との協調 

（１）受注者は、作業にあたり周辺住民等に作業内容を説明し理解を求めること。

指示事項以外の要望等があったときは、監督員に申し出て指示を受けること。 

（２）受注者は、いかなる理由があっても、周辺住民から報酬又は手数料等を受

けてはならない。作業員等についても、上記行為の内容について十分監督指

導をすること。 

（３）使用人等が、前項の行為を行ったときは、受注者がその責任を負うこと。 

（４）作業の都合上、祝日又は休日、夜間に作業を実施する場合は、あらかじめ

監督員の承諾を得るとともに周辺住民等の理解を得ること。 

 

７ 損害賠償及び補償 

（１）受注者は、公共下水道施設等に損害を与えたときは、直ちに監督員に報告

し、その指示を受けるとともに速やかに原形に復旧すること。 

（２）受注者は、作業にあたり万一注意義務を怠ったことにより第三者に損害を

与えたときは、その復旧及び賠償の全責任を負うこと。 

 

 

第２章 安全管理 

１ 一般事項 

 （１）受注者は、公衆災害、労働災害及び物損等の未然防止に努め、「労働安全

衛生法」、「酸素欠乏症等防止規則」及び「建設工事公衆災害防止対策要

綱」等の定めるところに従い、その防止に必要な措置を十分に講ずること。 

 （２）作業中は、気象情報に十分注意を払い、豪雨出水、地震等が発生した場合

には、直ちに対処できるような対策を講じておくこと。 

 （３）事故防止を図るため、安全管理については、受注者の責任において実施す

ること。 

 

２ 安全管理 

 （１）受注者は、作業に従事するものに対して定期的に当該作業に関する安全教

育を行い、作業員の安全意識の向上を図ること。 

 （２）受注者は、厚生労働省令で定める酸素欠乏症等に係る業務について特別教

育を行うこと。 

 

３ 労働災害防止 

 （１）現場の作業環境は、常に良好な状態に保ち、機械器具その他の設備は常時

点検して、作業に従事する者の安全を図る。 

 （２）マンホール、管きょ等に出入りし、又はこれら内部で作業を行う場合は、

厚生労働省令で定める酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者の指示に従い、酸



素欠乏空気、有害ガス等の有無を作業開始前と作業中は常時調査し、換気等

事故防止に必要な措置を講ずるとともに、呼吸用保護具等を常備すること。 

        なお、酸素及び硫化水素の測定結果は、記録、保存し監督員が提示を求め

た場合はその指示に従うこと。 

 （３）作業中、酸素欠乏空気や有害ガス等が発生した場合は、直ちに必要な措置

を講ずるとともに､ 監督員及びその関係機関に緊急連絡を行い、その指示に

より適切な措置を講ずること。 

 （４）資格を必要とする諸機械を取扱う場合は、必ず有資格者をあて、かつ、誘

導員を配置すること。 

 

４ 公衆災害防止 

 （１）作業中は、作業現場周辺の居住者及び通行人の安全並びに交通、流水等の

円滑な処理に努め、現場の保安対策を十分講ずること。 

 （２）夜間作業には十分な照明及び保安灯を施し、通行人及び車輌交通等の安全

確保に努めること。 

 （３）作業に伴う交通誘導員及び保安対策は、関係官公署の指示に従い、適切に

行うこと。 

 （４）作業区域内において、交通安全確保の必要性が生じた場合は、第三者にわ

かるように交通誘導員を配置し、通行の誘導、整理を行うこと。 

 

５ その他 

 （１）万一事故が発生したときは、緊急連絡体制に従い、直ちに監督員及び関係

官公署に報告するとともに、速やかに必要な措置を講ずること。 

 （２）前項通報後、受注者は事故の原因、経過及び被害内容を調査の上その結果

を書面により報告すること。 

 

 

 

第３章 清掃・浚渫作業 

１ 一般事項 

 （１）作業のための道路交通等の制限の手続きは、受注者において所轄警察署に

事前に届け出て許可を取り、その許可条件を厳守すること。 

    また、その許可証の写しを監督員に提出すること。 

 （２）作業にあたっては、管口を傷めないようガイドローラー等を使用し、必要

な保護措置を講じ、公共下水道施設等に損傷を与えないように十分留意する

こと。 

 （３）作業終了時において、作業現場付近を十分に清掃し、公共下水道施設等及

び通行に支障のないようにすること。また、速やかに使用機器、仮設物等を

搬出すること。 



 （４）受注者は作業を実施する前にあらかじめ当該委託に係る運搬または処分が

行われる施設の状況及び必要な事項に対して、実地確認を受けること。 

 

２ 清掃・浚渫作業 

 （１）作業箇所は、委託指示書（指示部分）により通知し、その指示期限内に委

託を完了させるものとする。なお、指示については概算数量のため、清掃・

浚渫精算内訳書に基づき委託費の精算を行うものとする。 

 （２）作業箇所は原則、設計書表紙記載の業務箇所とするが、緊急時はこの限り

ではない。 

（３）作業時間は、所轄警察署の道路使用許可条件を厳守すること。 

 

３ 下水道汚泥等の収集・運搬 

 （１）収集・運搬する産業廃棄物の種類 

     種 類  産業廃棄物   下水道汚泥，廃プラスチック類 

 （２）産業廃棄物の最終運搬先 

産業廃棄物の最終運搬先（中間処分場）は、別途契約する「公共下水道産業

廃棄物処理処分委託」にて契約した事業所とする。 

（３）収集・運搬した産業廃棄物の完了 

    受注者は、清掃・浚渫後の産業廃棄物の収集・運搬が完了した場合、必ず

「産業廃棄物マニュフェスト」に必要事項を記載するとともに押印し、Ｂ１

票、Ｃ２票を保管する。また、Ｂ２票を監督員に返送すること。 

（４）収集した産業廃棄物の保管 

受注者は、収集した産業廃棄物を一時保管する場合は、県知事より許可を

受けた種類及び所在地にて保管すること。 

 （５）委託契約を解除した場合の処理されない産業廃棄物の取扱い 

受注者は、契約解除になった場合において、委託指示済の施設から発生し

た産業廃棄物については、受注者の責任と費用において処理すること。 

 

４ 異状時の処置 

 （１）作業が困難な状態になったときは、直ちに監督員に報告し、指示を受け

ること。 

 （２）委託指示箇所に、損傷、不当沈下及び腐食の異状を発見したときは、速や

かに監督員に報告するとともに、異状箇所報告書（位置図・異状写真）を提

出すること。 

 

 

第４章 検査 

１ 委託指示部分の業務が完了した時は、速やかに業務完了届（指示部分完了払

い用）を提出し検査を受けなければならない。 



第５章 その他 

  １ 特殊工種の取扱いについて 

  （１）類似工種の適用 

    契約以外の工種であっても、その工種規模が比較的軽微で作業内容が類似

し、費用も同等と判断される場合は、類似工種として取扱い施工することが

できる。 

（２）特殊工種の適用 

類似工種の適用を行うことが困難な工種を施工する場合及び管きょ浚渫に

おいて、閉塞区分が契約工種と著しく異なる場合等においては、契約工種の

中で類似する工種を選択し、特殊工種として取扱い、次の方法で処理する。 

ア  特殊工種の必要性を確認し、内容及び数量を把握する。 

イ 特殊施工単価を作成する。 

ウ 特殊施工単価を類似する工種の施工単価に換算する。 

特殊施工単価/工種施工単価＝工数 

エ 工種別出来高数量計算書に計上 

 

２ 施工数量の数値基準について 

  （１）計算書は小数点以下２位(３位切捨て)とする。 

（２）内訳書は小数点以下２位(３位切捨て)とする。 

 

３ 精算金額について 

各工種別の施工数量に、各工種別の契約単価を乗じて得た金額を小数点 

   第２位止めとし、各工種の合計した金額を円止めした額に消費税を加えた 

   金額とする。 

 

４ 単価見積条件の明示 

（１）入札価格 

入札価格は、契約単価算出表の基準工種「φ２５０ｍｍ閉塞区分（Ａ）」

の経費を含んだ１ｍ当りの単価（但し、消費税を除く）とする。 

 

（２）市積算における参考事項 

  市の積算における考え方は、１現場当りの業務量（委託料）を５０万円

（消費税含む近似値）とし、（１）の基準工種についての積算となっている。 

  なお、本委託の業務量等を拘束するものではない。 

 

 

（３）契約の方法 

この契約は、単価契約とする。 

各工種の単価は、基準工種の入札価格を１００％として、委託設計単価換



算率表の比率により算出し円止めとする。 

また、契約にあたっては、概算設計金額（消費税を含む。）に落札率を乗

じて得た金額（以下「発注上限額」という。発注上限額は万円止めとしま

す。）の１０分の１以上の契約保証金を納付し、契約単価表を付して契約を

行うもの。 

なお、発注上限額は指示の限度額であり、確定金額では、ありません。そ

のため、本市の都合により、指示書に基づく契約金額の合計額が発注上限額

に満たない場合が生じても、異議の申出又は損害賠償の請求することはでき

ないものとする。 

 

４ 特に定めない事項 

   契約書、仕様書及び設計図書に特に明示されていない事項で、作業上必要な

ものは、受注者の負担において処理すること。 

 

５ 環境配慮事項 

（１）「相模原市環境方針」の主旨を理解し、業務を行うこと。 

（２）市への提出書類及び添付資料については、原則として再生紙を使用するこ

と。 

（３）業務実施時に車両を使用する場合は、アイドリングストップの実施を徹底

し、他者に運搬等を委託する場合においても、アイドリングストップの実施

を周知するように努めること。 

（４）業務の実施においては、廃棄物の減量化・資源化に取り組むともに、廃棄物の

処理にあたっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、条例、相模原市一般廃

棄物処理実施計画及び関係法令を遵守し、適正に処理すること。 
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９．現場代理人等の氏名等の取扱に関する共通特記仕様書 
 

（目的） 

第１条 本仕様書は、公共工事の実施の円滑化を図ると共に、市民サービスに資すること

を目的に定めるものとする。 

（対象とする工事等） 

第２条 相模原市が発注する工事、委託等（以下「工事等」という。）にあって、現場代

理人又は現場責任者となりうる者（以下「現場代理人等」という。）を配置する工事等

を対象とする。 

（氏名等の公表） 

第３条 工事等の現場代理人等の氏名、会社名及び連絡先について、工事のお知らせや工

事標示板等に明示し公表を行うものとする。 
 
 

附 則 
本仕様書は、平成１８年１１月１日から適用する。 
附 則 

本仕様書は、平成２５年４月１日から適用する。 
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相模原市ウィークリースタンス特記仕様書 

 

(目的) 

第１条 労働時間の上限規制やワークライフバランスの推進などの働き方改革を踏まえ、

公共工事及び公共工事に係る委託業務を円滑かつ効率的に進めるために、一週間にお

ける受発注者間相互のルールやスタンスなどを目標として定め、計画的に履行するこ

とにより労働環境の改善を行い、工事目的物及び成果品の品質確保・向上及び担い手の

育成・確保を図る。 

(取組の内容) 

第２条 発注者は、以下の項目を例として受注者と取り組む内容を確認及び調整の上、設

定する。 

（１）月曜日（休日明け）を依頼の期限日としない 

（２）水曜日は定時の帰宅に心掛ける 

（３）土・日曜日に休暇が取れるよう金曜日には依頼しない 

（４）昼休みや午後５時以降の打合せをしない 

（５）定時間際、定時後の依頼、打合せをしない 

（６）１６時以降の現地立会は行わない 

（７）作業内容に見合った作業期間を確保する 

（８）その他、任意に設定する 

(運用方法) 

第３条 発注者は契約後の初回打合せ時に、前条各号の内容について受注者と取り組む

内容を確認し設定する。 

２ 受注者は前項の規定により設定した内容を施工計画書又は業務計画書に記載する。 

 

附 則 

この仕様書は、令和６年７月１日から施行する。 


